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津市告示第３６０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月１８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区

域）                           

２ 撤去した年月日 平成１８年７月１８日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３６１号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条の規定により告示

する。  
  平成１８年７月２０日  

 
                  津市長   松 田 直 久  

 
指定した業者  

業  者  名  所      在      地  指     定     期     間  

勝間田設備  
津 市 高 野 尾 町 ３ １ ７ ５ 番 地

２６１  

平 成 １ ８ 年  ６ 月  １ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで 

瀬野水道工業所  松阪市西町２５７番地  
平 成 １ ８ 年  ６ 月  １ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで  

城山水道  松阪市荒木町７６番地１  
平成１８年  ６月   １日から

平成２２年   ３月３１日まで 

前田建設  
津 市 白 山 町 川 口 ６ ５ １ ４ 番

地  

平成１８年  ６月１６日から

平成２２年   ３月３１日まで  

隈元設備工業  
鈴 鹿 市 東 旭 が 丘 六 丁 目 ５ 番

３３号  

平 成 １ ８ 年  ６ 月 １ ６ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで  

有限会社美杉建設  
津 市 美 杉 町 八 知 ５ １ ７ ０ 番

地３  

平 成 １ ８ 年  ６ 月 １ ６ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで  
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津市告示第３６２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月２１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 アスト公共自転車等駐車場、高田本山駅            

２ 撤去した年月日 平成１８年７月２１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３６３号  
 下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。  
  平成１８年７月２４日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

 

記号番号  交付年月日  無効となった日  

６１１９５２８  平成１８年 ３月 １日  平成１８年 ６月２４日  

０８３１８６７  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ６月２７日  

０７２６５３９  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ６月２７日  

０４１３９９６  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月１３日  

０９４６７８０  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月１４日  

０２５９７２１  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月１９日  

０５２６１１１  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ７月２０日  
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津市告示第３６４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月２４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区

域）                           

２ 撤去した年月日 平成１８年７月２４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 

7



津市告示第３６５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月２５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅、久居駅（放置禁止区域）及び  
            津新町駅南第三公共自転車等駐車場             

２ 撤去した年月日 平成１８年７月２５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３６６号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月２６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅（放置禁止区域）              

２ 撤去した年月日 平成１８年７月２６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３６７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月２７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、久居駅（放置禁止区域）             

２ 撤去した年月日 平成１８年７月２７日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３６８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月２８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区域）        

２ 撤去した年月日 平成１８年７月２８日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  
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津市告示第３６９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年７月３１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅及び久居駅（放置禁止区域）          

２ 撤去した年月日 平成１８年７月３１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 

12



津市公告第７７号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月１６日  
２ 抑留期間 平成１８年７月２０日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  高野尾町  

  
 

柴犬  

 

茶  オス  中  不明  ハーネス付

き  

 
３ 公示期間 平成１８年７月１９日から平成１８年７月２０日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第７８号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月１７日  
２ 抑留期間 平成１８年７月２０日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  河芸町  

  
 

ｷｬﾊﾞﾘｱ･ｷﾝ

ｸ ﾞ ･ ﾁ ｬ ｰ ﾙ

ｽﾞ･ｽﾊﾟﾆｴﾙ

 

白茶  オス  中  不明  紺色首輪

 

 
３ 公示期間 平成１８年７月１９日から平成１８年７月２０日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第７９号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月１８日  
２ 抑留期間 平成１８年７月２１日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  一身田町  

  
 

パ ピ ヨ

ン  

 

白黒  オス  小  不明  黄色の首輪

 
３ 公示期間 平成１８年７月１９日から平成１８年７月２１日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第８０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年７月２０日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年７月１４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市戸木町南羽野５６２５－２４ほか５１１筆（２、３、４、５工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市大倉１９－１ 

  日の出開発株式会社 

  代表取締役 田村 憲司 
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津市公告第８１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月２１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月２０日  
２ 抑留期間 平成１８年７月２５日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  白山町  

  
 

雑種  

 

黒茶  オス  中  不明  赤色の首輪

リード付  

 
３ 公示期間 平成１８年７月２１日から平成１８年７月２５日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第８２号  

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条第１項の規

定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しようとする理由を

記載した書面を次のとおり縦覧に供します。  

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第４

項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域整備計画

の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。（当該

農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要旨及び当該意見書

の処理の結果を併せて公告します。）  

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区

域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振興地域の

整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３項の規定によ

り、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１

５日以内に異議申立てをすることができます。  

  平成１８年７月２４日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間  

  平成１８年７月２４日から平成１８年８月２３日まで（午前８時３０分から午

後５時１５分まで）  

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所  

津市農林水産部農林水産課（津市役所庁舎６階）  
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津市公告第８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年７月２４日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年７月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市久居野村町字西生子８８２－１ほか２筆、字東生子８９３－２３ほか 

 １筆、字生子８８９－８ほか７筆、字花領下１８０１－１ほか１７筆、字 

 池尻１９７８－１ほか３７筆、桜が丘町１８６５－２ほか１筆 （第２工

区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市丸之内９－１８                          

三交不動産株式会社 

  取締役社長 柳生 利勝 
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津市公告第８４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年７月３１日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年７月２５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市高野尾町字東豊久野６３４－５の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  亀山市楠平尾町８５ 

  名田 幸恵 
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津市公告第８５号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月３１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年 ７月２８日  
２ 抑留期間 平成１８年 ８月 ２日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  藤方  

  
 

雑種  

 

白  オス  中  不明   

 
３ 公示期間 平成１８年７月３１日から平成１８年８月２日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市教育委員会告示第９号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成１８年７月１９日 
 
 
       津市教育委員会 
                            委員長 佐々木 典夫 
 
 
１ 招集の日時 平成１８年７月２０日（木）午後２時から 
２ 招集の場所 教育委員会室 
３ 会議の事件  
（１） 津市生涯学習スポーツ審議会委員の委嘱について 
（２） 津市文化財保護審議会委員の委嘱について 
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